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支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）
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整理番号

目的
し宗ノンノー又1EEI)mZU型ひ石こじﾉ宗嬰延」 ノ又U,b上、しそ公M嵐画ﾉ姉

使途
交通費（富士～東静岡霧争岡～静岡静岡～富士）

駐車料金

県政との

関連性

'牙赴ノンノー又1[眉1)mzUzU石wﾉ奈其処」Z又U,ご上nし〔ﾉﾉ旨唾ﾖﾐαﾐ便に画ﾉ吊し、 l芙､禾百と惠兄父燥

を行うとともに実施内容を調査○今後の県政に反映していく

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収 芋金額(a)

2， 330円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2， 330円



5

富士駅南口駐車場

令頁11又言正

精算機il(11 A精算No.034761
発券機III]l 発券No.008492
入J軍時刻2023年5月2日〈火） 14:18
出庫時刻2023年5月2日（火） 20:52
駐車時間 6:34

駐車料金 A料金 1,00U円

合計 l,000円
現金領収額 1,000円
お預り 1,000円
お釣り 0円

またのご利用をお待ちしております。



様式第1－1号

－冒司

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早jll育子）

｜
［

■吟-＝下国匠ゾ

経費項目 調査研究費･研修費･広噛醐費･舞砿儒活鱸⑳ 資料ｲ鰄掛･資糊f入費･事務費･弱婦『費･人件費

内 容 団会議（高速料金）

年月 日 令和5年5月12日～ 年 月 日 金 額 2， 100円

目的
6月定例会代表質問について会派内会議

使途
高〕詞斗金（富士川～静岡 日本平久能山～富士川）

政務活動。

県政との

関連性

6月定例会代表質問内容について、会派会議にて打ち合わせを行う
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利用証明書

ゴ▼
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中日本

料金所(白） 富圭川スマート

料金所(至） 静岡
23年5月12n 1O時1 1分

通行料金 Y1, 090-

(ETCｸﾚｼ・ツト）

取扱番号

巾種 1

A32305-120318-515831 ⑳
:器通行料金は消黄税率10%対象で-#･･
燕本利用証明件はETC利用照会サービ
スで印字されたものです.。
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利用証明書

ゴ▼
NExrn

中日本

料金所(白） 日本平久能山

料金所(至） 富士川スマート

23年 5月12口21時1 1分

通行料金 Y1 , 010-

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 巾種 1

取扱番号

A32305-120318-517233 ⑯
※通行料金は消費税率10%対象です．。
※本利用証明件はETC利肘照会ｻｰビ
スで印字されたものです。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2， 100円

案分率(b)

／

100%

政瀞舌動費支出額(a×b)

2， 100円



様式第1－2号

－5弓

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団 早jl l育子）

一一

搾?嘩自
壽言冒訂I

．~石一

経費項目 銅診 ･研修費

内 容 公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会会費

年月 日 令和5年5 月12日～ 年 月 日 金 額 11， 000 円

会の趣旨.

目 的

少子高齢人口減少社会において福祉専門職による研修や定期的情報発信により、質の高い

福祉サービスが提供されることを目的とする。

会の活動

内容等

･研修会の開催

･定期的な情報誌の発行

|政務活動．

県政との

関連性

少子高齢人口減少社会において社会福祉専門月

なサービスの充実や人材確保などについて政策発言につなげ、県政に反映させていく

く頑収耆貝占1寸1芋＞

※別紙添付

※添付書類:団体の会則.事業概要.そあ価（定款）

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

頑収吾錘貝(a)

11, 000円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

11, 000円



領 収 証
No.3155

早川育子様

￥11．000

倶L2pZa笙度笙会萱..(皇｣｣_l____意王様分)__と_LzX

2023年5月12日上記正に領収いたしました

、雛、覗も公益社団法人日本医療ｿｰｼ
会長野口

〒162-0065束京都新宿区住吉町8-20四

TEL:03-5366-1057



公益社団法人日本医療社会福祉協会定款

第1三総則

（名称）

第1条本会は、公益社団法人日本医療社会福祉協会と称する。

（事務所）

第2条本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第2章目的及び事業

（目的）

第3条本会は、保健医療分野における福祉サービスの充実及び向上を図り、あらゆる地域に

社会福祉士による福祉サービスが提供される環境を整備するため、保健医療分野にお

おいて

ける社

会福祉に関する調査研究及び社会福祉活動の普及啓発と保健医療に携わる社会福祉士の専
門的知識及び技術の向上に努め、もって公衆衛生の向上並びに社会福祉の増進に寄与するこ
とを目的とする。

業）

条本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

（1）保健医療分野における社会福祉士の業務実態等の調査を基に、福祉サービスの充実及び
向上を図る事業。

（2）保健・医療・福祉の各サービスが連携を保持し、総合的に提供されるために必要なソー
シャルワークに閏する調査研究。

（3）保健医療分野における社会福祉土の業務について国民の理解を求め、社会福祉士による
福祉サービスが活用される環境を整備する事業。

（4）保健医療に携わる社会福祉士の専門的知識及び技術の向上のための研修等の実施。

（5）社会福祉学を基にした専門的知識および実務経験を有する社会福祉土に対して資格を付
与し、資格者による福祉サービスの向上を図る事業。

（6）国内外の保健医療分野における社会福祉活動に従事している者（以下「ソーシャルワー

カー」という）の団体等と連携し、高齢者、障害者、生活困窮者及び災害被災者に対す

るソーシャルワーカーの活動を支援することを通じて社会に貢献する事業。
（7）その他本会の目的を達成するために必要な事業。

2前項第1号ないし第5号の事業は日本全国で行い、第6号の事業は日本全国及び諸外国で
行う。

（事

第4



第3三会員

（種別）

第5条本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に閨する法律
における社員とする。

（1）正会員本会の目的に黄同して入会した社会福祉土の資格を有する個人
（2）賛助会員本会の事業を寶助するため入会した個人又は団体

（3）名言会員本会の事業に功労のあった者で理事会において名営会員とすることを承認され
た個人、または、学識経験者で理事会において入会を承認された個人

（入会）

第6条本会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を代表理事に提出す
ることにより、入会を申し込むものとする。

2代表理事は、入会申込書を受領したときは、意見を付して理事会に諮り、理事会が入会を
承認したときは、入会申込者にその旨を通知する。

3入会申込者は前項の理事会承認決議がなされたときに会員の資格を取得する。
（入会金及び会費）

第7条正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2寳助会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

（退会）

第8条会員は、理事会において別に定める退会届を代表理事に提出することにより、いつでも退会
することができる。

（除名）

第9条会員が次の各号の－に該当する場合には、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3
分の2以上に当たる多数の決議をもって、除名することができる。この場合、代表理事は、
除名決議の対象となる会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、
社員総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

（1）本会の定款又は規則に違反したとき。

（2）本会の名童を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
（3）その他除名すべき正当な事由があるとき。

2代表理事は、前項により除名の決議がなされたときは、速やかに当該会員にその旨を通知し
なければならない。

（会員の資格喪失）

第10条前2条の場合のほか、会員は、次の各号の－に該当する場合には、その資格を喪失する。
（1）後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

（2）死亡し､若しくは失腺宣告を受け､又は会員である団体が消滅したとき。

(3)入会金の支払を怠り、納入期限から1か年以上経過しても支払わないとき。
（4）会費を滞納し、その滞納額が2か年分以上となったとき。
（5）総社員の同意があったとき。

（倫理綱領の遵守）



第11条ソーシャルワーカーである本会の会員は、その使命にふさわしい倫理を自覚し、社員総会で
定められた倫理綱領を遵守しなければならない。

2理事会は、ソーシャルワーカーが前項の倫理綱領に反する行為をしたとの苦情を申立てられ、
懲戒を相当と判断するときは、懲戒処分を決定することができる。

3懲戒手続に閏する規則その他懲戒に閨する事項は、理事会の議決を経て別に定める。
（拠出金品の不返還）

第12条本会は、会員の資格を喪失した者に対し、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品を返還
しない。

第4章社員総会

（構成）

第13条社員総会は、すべての社員をもって構成する。
（権限）

第14条社員総会は、次の事項について決議する。
（1）社員の除名

（2）理事及び監事の選任又は解任

（3）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
（4）定款の変更

（5）解散及び残余財産の処分

（6）その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
（開催）

第15条定時社員総会は、毎事業年度終了後Sか月以内に1回開催する。
2臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
（1）理事会が必要と認め招集を請求したとき。

（2）総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員が、代表理事に対し、社員総会の
目的たる事項及び招集の理由を示して招集を請求したとき。

（招集）

第16条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集す
る。

2代表理事は、前条第2項2号により招集の請求があったときは、その日から6週間以内に臨
時社員総会を招集しなければならない。

（識長）

第17条社員総会の議長は、総会において、出席社員の中から選出する。
（議決権）

第18条社員総会における議決権は、社員1名について1個とする。
（定足数）

第19条社員総会は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席しなければ開会することができな
’，

V1Q

’



（決議）

第20条社員総会の決壹は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の過半
数をもって行う。

2理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに前項の決議を行わなけ
ればならない。

理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の

實成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することと
する。

（書面表決及び委任）

第21条社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を
行使し、又は他の社員を代理人として謨決権行使を委任することができる。

2前項の場合における第19条及び第20条第1項の規定の適用については、その社員は出席
したものとみなす。

（議事録）

第22条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2議事録には、議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押
印しなければならない。

第5章役員

（役員の設置）

第23条本会に次の役員を置く。

（1）理事は25名以上30.名以内

（2）監事は2名以内

2理事のうち1名を会長、3名以上5名以内を副会長、3名以上5名以内を業務担当理事とす
る。

3前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に閨する法律に規定する代表理事とし、
副会長及び業務担当理事をもって同法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。

（役員の選任）

第24条理事及び監事は、社員総会の決謹によって選任する。

2代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
（理事の職務及び権限）

第25条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2代表理事は､法令及びこの定款で定めるところにより､本会を代表し轄その業務を執行する。
3業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、代表理事を補佐し、且つ本会の
業務を分担執行し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、その業務執
行を代行する。

（監事の職務及び権限）

第26条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなけれ
ばならない。



2監事は、いつでも、理事及び事務局長に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の吠
況の調査をすることができる。

（任期）

第27条役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに閨する定時社員総会
の終結の時までとする。

2任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期満了
までとする。

3役員が欠けた場合又はこの定款で定める役員の最低の員数が欠けた場合には、任期満了また

は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、その職務を執行しな
ければならない。

（解任）

第28条役員が次の各号の一に該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総
社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、解任することができる。この

場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

（1）心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
（報酬）

第29条役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会において別に定める報酬等
を支給することができる。

役員には費用を弁償することができる。

第2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が定める。

２
３

第6章理事会

（構成）

第30条本会に理事会を置く。

2理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）

第31条理事会は、次の職務を行う。

（1）本会の業務執行の決定

（2）理事の職務執行の監督

（3）代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

（開催）

第32条定期理事会は毎年3回以上開催する。

2臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）代表理事が必要と認めたとき。

（2）理事から理事会の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
（3）監事から法令に基づく招集の請求があったとき。

（招集）

第33条理事会は、代表理事が招集する。



2代表理事は、理事会を招集するときは、理事に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項

を、理事会の7日前までに通知しなければばらない。

B代表理事は、前条第2項第2号または第3号の請求があったときは、その日から14日以内

に臨時理事会を招集しなければならない。

（議長）

第34条理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

（議決）

第35条理事会における議決権は、理事1名について1個とする。

2理事会は、理事の過半数が出席しなければ開会することができない。

3理事会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数

をもって行う。

4理事会の目的である事項につき、特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができな

い。

5理事会の目的である事項につき、理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示

をしたときは、当該事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第36条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2議事録には、議長及び出席した監事が、署名・押印しなければならない。

第7章事務局

（事務局の設置等）

第37条本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2事務局には事務局長及び所要の職員を置く。

3事務局長及び主要な職員は、理事会の議決を経て代表理事が任免する。

4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第8章財産及び会計

（財産の構成）

第38条本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

（1）入会令及び会費

（2）寄附金品

（3）事業に伴う収入

（4）財産から生ずる収入

（5）その他の収入

（財産の管理）

第39条本会の財産は､代表理事が管理し､その管理方法は社員総会の議決を経て代表理事が別に定
める。



（経費の支弁）

第40条本会の経費は、財産をもって支弁する。

（事業年度）

第41条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

（事業計画及び予算）

第42条本会の事業計画及びこれに伴う予算に閨する書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに代

表理事が作成し､理事会の承認を得なければならない｡これを変更する場合も､同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般

の閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第43条本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書、収支計算

書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を受けた上で、

理事会承認を受けなければない。

2前項の承認を受けた書類については、定時社員総会に提出し、事業報告書についてはその内

容を報告し、その他の書類については社員総会の承認を受けなければならない。

3第1項に定める書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供す

るとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
（1）監査報告

（2）理事及び監事の名簿

（3）理事及び監事の報画ﾘM等の支給の基準を記載した書類

（4）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに閏する数値のうち重要なものを記載した
書類

（公益目的取得財産残額の算定）

第44条代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の設定等に関する法律施行規則第48条の規定

に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算出し、前条
第3項第4号の言類に記載するものとする。

（長期借入金）

第45条本会が資金の長期借入れを行うときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を

除き、社員総会に出席した社員の3分の2以上の議決を経なければならない。

（義務の負担権利の放棄）

第46条予算で定めるものを除き、本会が新たに義務を負担し又は権利を放棄しようとするときは、

社員総会に出席した社員の3分の2以上の議決を経なければならない。

第9章定款の変更及び解散

（定款の変更）

第47条この定款は、社員総会において社員の半数以上で議決権総数の3分の2以上の議決を経な

ければ変更することができない。

（解散）

第48条本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。



2前項の社員総会の決議は社員総数の4分の3以上の議決をもって行う。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）

第49条本会が公益認定の取消し処分を受けた場合または合併により本会が消滅する場合（その権利

義務を承継する法人が公益法人であるときを除く）には、社員総会の決議を経て、公益目的

取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日または当該合併の日から1か

月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に閨する法律第5条第17号に掲げる法
人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

（残余財産の帰属）

第50条本会が清算する場合において有する残余財産は、社員の決議を経て、公需ﾈ↑団法人及び公益

財団法人の認定等に閨する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に
贈与する。

第10章公告の方法

（公告方法）

第51条本会の事業につき公告する必要がある場合の公告方法は主たる事務所の公衆の見やすい場
所に掲示する方法による。

第11章補則

〔補則）

第52条この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
（経過規程）

第53条この定款が成立する前に社団法人日本医療社会事業協会の正会員であった者は､社会福祉士の

資格を有していると否とを問わず、入会手続を経ることなく、第5条第1号の正会員となる。
2前項により正会員となる会員は入会金を支払う義務を負わない。

3この定款が成立する前に社団法人日本医療社会事業協会の賛助会員であった者は、入会手続
を経ることなく、第5条第2号の寶助会員となる。

附則

1 ． この定款は、一般社団法人及び一般財団法人|こ閏する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に閨する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める
公益法人の設立の登記の日から施行する。

この法人の最初の代表理事は笹岡眞弓とする。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に閨

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に閏する法律第106条第1項に定める特例民法法人

の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の

登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

この定款は、 201 1年5月28日に一部を改正し施行する。

この定款は、 2014年5月22日に一部を改正し施行する。
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名・議邑氏采

整理番号 4

経費項目 調剤形蹟･研修費･広聴醐噴･要謙情報蛾患 資糊鰔費･資糊鴬入費･事務費･弱翔漬･人件費

内 容 団会議（高速料金）

年月 日 令和5年5月17日～ 年 月 日 金 額 2， 100円

目的
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである
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100％

政務活動費支出額(a×b)
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様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

整理番号 5

経費項目趣 研修費･広卿報費･蕊識情常勤費･会議費･資料1賊費･鮮騰入費･事務費･弱鰄費･人件費

内 容 県政調査（高速料金）

年月 日 令和5年5月22日～ 年 月 日 金 額 2， 270円

目的
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使途
高速料金（富士～静岡日本平久能山～富士川）

政務活動.

県政との

関連性
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)
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未ノJ －1Uノ

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

2， 270円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

錐理番号 6

経費項目魑 研修費･広聴広報費･蕊調青報鱸･会議費･資糊賊費･鮮鵬入費･事務費･弱緬費･人件費

内 容 県民意見聴取（交通費）駐車料金

年月 日 令和5年5月25日～ 年 月 日 金 額 3， 620 円

H f "

目的
’

使途
gXスヱ頁t 洞|g-L- ～月丁l山j1*1具 ノ

駐車料金

塁4力1口割

県政との

関連性
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¥2，920(順耐等mみ）

〔クレジット抑'〕

購入商品 JR粟車講棚 JR t ickets

釧総牒蝋
(東）断富士剛

新富士MMV803雛ｲi lO225-02

様

24パーキング
住所富士市柳島273－3
TELO545=62-7025

領収証
入J車日時2023年05月25日11時57分
出庫日時2023年05月25日18時13分
No.20-001289券ND､12-010314

駐車料金（一般） 700円

料金計 フOO円

投入現金
釣銭額

ユ，000円
300円

I

’
’

棚帆申告；

につ銘古屋艸
務署繭沸

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

3， 620円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

3， 620円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

、

零坪番号 ７

経費項目 調劃f讃･研修費･広聴歯報費･要諏情等瀧擴･会議費･資紺賊費忽･事務費･弱鍼費･人件費

内 容 新聞購読料

年月 日 令和5年5月26日～ 年 月 日 金 額 皇鯉円

目的
UPTIへ．－本-一Jｰ曹〆守〆′JJI U旬』ハ肯ルu

使途
新聞購読料（静岡・朝日・富士・岳㈲

堅4力1口割一

県政との

関連性
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領収証（口座振替）
支店 区域 順路

01 011 088
※は軽減税率対象です

I‘1，
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（有） 星野新聞
静岡県富士市緑町1－28

公明党県議団

藤 本店 0545-52-0376

ご嘱魏(目リザとうごさいずす本。風ご俣存下さい全額その他魅馬丁正したt,の感簿WIで丁

振

様

1

↓
ｲ玉

■

’
｜

陦引 『制 - IHi鳴泥｜謡諾MRi)) I

０
０
２
０

０
０
２
８

２
３
８
９

１
Ｊ

４
３

0）
9）68

｝ ’
1 1

1 ‘ ’
9,302 ド内消葺税

0 （内消費税

※朝日新聞朝刊
※静岡新聞
※岳南朝日新聞
※富士ニュース

10%対象
8%対象

1 M 琴ヲ 憧収倉罰1合消¥.〔税）

9,302 円

2023 年05 月分

領収数Lました- (引落日）

2023 年05 月 26 日

案分の理由

私用としての利用があ

るため案分する

領収善金額(a)

乳､3.41

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

¥' '"j



様式第1－1号

＝

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

整理番号

経費項目 調査研繧研修費広聴広報費･要識情報鱸･会議費資糊鰄費建遡勇･事務費･蕊緬費人件費

内 容 新聞購読料

年月 日 令和5年5月26日～ 年 月 日 金額 4， 250 円

而

目的
情報収集のための新聞購読

使途
列yl l到Jx持即L'1F1 、Hll＝峰肖ノ

以3労『百里〃。

県政との

関連性

日々、情報収集を行い、県政に対して提言・要望・調査依頼等を行うため

く領収書貼付枠＞

領収証兼自動振替済証
公明党県議団様

柚木460－7

ハホニナ･母目 ・ 日姪・静岡・東京新聞

試読1週間無無料！人気の小学生新聞は
毎日とセットで超お得！富士ニュースも
お勧めです。ぜひお問い合わせを。

2023年5月分
（ 21） 757.00自振

顎卿
イ1，蝋 、、、

う
領

殿
に

有
正

豆
甑

既
金

ど
の

度
記

毎
上

ございます。
収致しました。

撫織
静岡県富士市本市場112番地

TEL:0545-61-0011W ’

’

8,500"k毎日新聞朝刊

k日本経済新聞
１
〕

０
０

０
０

６
９

Ｐ
Ｊ

３
４

案分の理由

私用としての利用があ

るため案分する

領収書金額(a)

8， 500円

案分率(b)

1／2

50%

政務活動費支出額(a×b)

4， 250円



様式第1－1号

－5－

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

案分の理由 領収書金額(a) 案分率(b) |政務活動費支出額(a×b)

私用としての利用があ

るため案分する

"j串沓号

経費項目 調調猟費研修費広聴直報費蕊調靜瀧潰会議費資糾賊費建腔勇事務費藷緬潰人件費

内 容 新聞購読料

年月 日 令和5年5月26日～ 年 月 日 金 額 1， 790 円

目的
1日十lx呵八不凹／ノーい″vノ烈ソ1 1月｣'吟即也

使途
新聞購読料（読売）

関連性

口々、 1百￥恨乢X宗迂1丁し，、 似云lZILﾒ丁しL1定言・安圭・司吐亘1JXM倶寺症1丁ソ／こ“ノ

く甸貝収吉貼1可1斗呉＞

※1日分不在のためキャンセル

領収証 2023年5月分
公明党県議団御中

F箸謡需
’
新聞休刊日は6月12日付け朝刊です 読売新田| ・静

新聞の配達・集金等に関するお問合せは

お気軽に当店までお申し付け下さい

フリーダイヤル0120-185049

（証券No. 107-2023/05/3117100:19 )

有限会社
〒416-0912

TEL(0545)6

蕪#鞠
(10%対象 0税 0）

fI"典､ご愛
賊にありが

合!}1余打I（

合.よれて

だき､まして

いよう

?i'1 '〃税が

燕鶴
岡新聞・

雨森
富士汁
1-5049

「
１
１

部数

， 1

企制

･ 3，700

-119

Ni 衿

3，581 1 1 1

3， 581円

1／ワ
ユ′ｰ

50% 1， 790円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

轄理番号 10

経費項目緬 研修費･広聴蒔蹟･藍調誇瀧謄･会議費･資料|鰔費･資繩背入費･事務費･弱翻漬･人件費

内 容 県政調査（高速料金）

年月 日 令和5年5月29．日～ 年 月 日 金 額 1， 320 円

目的
ソンノL1－"r乙上究睡日向云力芯号云．同再ｲ臭云賄再日l l｣ : "未ﾉ〆只4ELI｣以乃諏）TﾂﾛブT千ﾉ1 1央元上輻フーマ｜弓、

後の経済展望｣）出席

使途
高速料金（富士～沼津往復）

政務活動・

県政との

関連性

ソンノ陛一〆 I、乙上ﾗ1妹同ロ=1藩云ﾉxLﾉ､面丹{貝＝い＝にロノ術し、 学禾司)｣1吐出賂Uノ弓1Zt/ﾉ､窪がT元底い一マノV， （_、

関係者と意見交換を行うとともに実施内容を調査今後の県政に反映していく

、1項↓tX言只口'|､｣1千,グ -..-..-..--.．一･･一･･･一･･一一･･一･･一･･--..-...-..-..､-..-.､--..--.1~..-..､-..--..-.._..

， ご利月'ありがとうござい旗壼に ’ 二'利IMありがとうござい虫気I~,

｜ 利用証明書 ｜ 利用証明書

｜ ゴ▼鶚に。 ｜ ゴ▼鶚co
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I

｜ 料金所(自） 富士 i 料金所(自） 沼津
i 料金所(至） 沼津 ｜ 料金所(至） 富士
! 23年5月29nl4時28分 i 23年 5月29p 17時2

通行料余 ¥660－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 卓菰 1

|取扱番号
i A11305-295414-440029

※通行料金は消費税率10%対象ですc
※木利用証明書はETC利用照会サービ
スでFl字されたものです。
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5分

通行料金 ¥660－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 卓種 1

取扱番号

A11305-295422-252325

※通行料金は消費税率10％対象です○
※木利用証明書はETC利用照会サービ
スでFI I字されたものです。

！

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

１

１

ｌ

Ｉ

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

1， 320円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

1, 320円
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様式第1－4号

－元~丁

支出証拠書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・ 早ﾉ1唐子 ）【 5月分】

く領収謹占付枠＞

※別紙

、

T戸＝ :号

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行距離C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当額）

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円） ×走行IMt (km)
※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円） ×走行IE:f (km)/総走行距離（上記C) Gm)
･充当限度割合による案分：領収書金額（円） ×充当限度割合

走行MEWt(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名

奉分の理由

私用での利用があるため案

分する 50％
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ハートランド富士給油所
TELO545-52-3829

サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1
TELO545-52-3829

eお書様露
| 哩墾哩上ご上璽蝋,
ハートランド富士給油所
TELO545-52-3829

サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1
TELU545-52-3829
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静岡県園
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弄卜

HAYAK
出光ルジット

レギュラー

2023年5月8日
10:57

奔卜

HAYAK
出光ｸﾚｼﾞｯﾄ

レギュラー

2023年5月10日
11二58 ’
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合冨十 6．340円
(内、消費税等(10.00%） 576円）
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’
DrivePayお間合 DrivePayお問合せ番号

古払反分：一括

〕riUePavお問合せ壱

a灰分：一括
承配No.0000006072
端末処理涌番： 14542

承認No.0000006080

端末如理涌番：20192

｜ ’

雷■伝No: 10642 Ponta会員

碁本ポイント

ボｲﾝﾄ残高の反映にはお時間をいただ
く地合があります｡ボｲﾝﾄには有効期
限がありますのでご注意ください。

伝No: 10641 担当■

I
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